
河津桜講演会

講　師　島根県海士町長

山内　道雄 氏

平成２７年

２月２０日（金） 午後３時～ (開場午後２時３０分)

〈会   場〉　河津バガテル公園　オランジェリー（駐車場有）

〈その他〉　参加費無料・定員２００人

〈申　 込〉　事前に氏名・地区・連絡先を河津町まちづくり推進課まで

　　　　　　　メールまたはFAX・電話で２月１７日までにお申し込みください

               E-mail machizukuri@town.kawazu.shizuoka.jp

               FAX ０５５８－３４－００９９

　主   催　 河津町

　後　 援 伊豆新聞本社

　問合せ　　 河津町まちづくり推進課　電話 ０５５８－３４－１９２４

 第百八十七回国会における安倍内閣総理大臣所信表明演説　(平成２６年９月２９日)

 三　地方創生
 （前略）
 「ないものはない」
　 隠岐の海に浮かぶ島根県海士町（あまちょう）では、この言葉がロゴマークになっています。
 都会のような便利さは無い。しかし、海士町（あまちょう）の未来のために大事なものは、全て
 ここにある、というメッセージです。「この島にしかない」ものを活かすことで、大きな成功を収
 めています。
　 大きな都市を真似るのではなく、その個性を最大限に活かしていく。発想の転換が必要です。それぞれの
 町が、「本物はここにしかない」という気概を持てば、景色は一変するに違いありません。

「離島からの挑戦　～最後尾から最先端へ～」

回　覧

２００２年　海士町長に初当選し、現在４
期目。大胆な行財政改革と地域資源を
活用した「守り」と「攻め」の戦略で、離島
のハンディをアドバンテージに島おこし
に奮戦中。町の個性を活かした成功事
例として、鮮度を保ったまま魚介を出荷
する最新技術の導入や島の特産品を
使った「さざえカレー」や「岩ガキ」などが
全国ブランドとなり、多くのメディアから
注目を集めている。

出典：首相官邸ホームページ（http://www.kantei.go.jp/）　首相官邸ホームページ（http://www.kantei.go.jp/）をもとに河津町まちづくり推進課作成

島根県海士町の菱浦港 

安倍晋三内閣総理大臣 





















 

 

 

 

 

 

 

河津桜まつり実行委員会では、『河津夜桜ウォーク』を開催します。皆さまお誘い合わせのうえ、ご参加ください！！ 
 

 
 

１．日 時  平成 27年 2月 28日（土） 19:30～20:30（小雨決行） 

        19:00～受付開始 19:20～開会式 
 

２．集 合  河津桜観光交流館 
（※駐車場は係員の誘導に従い、指定駐車場をご利用ください） 

 

３．コース  かわづいでゆ橋コース(約 3.5ｋｍ) 

浜橋コース（約 3ｋｍ） ※コース図裏面 
 

 

４．対象者  １８歳以上（高校生以下は保護者同伴） 
 

 

５．その他  参加費無料、事前申し込み丌要 

（参加者は万全な健康管理のもと参加してください。 

主催者は応急処置を除き、一切の責任を負いません） 
 

６．特 典  先着 300人に完歩証・参加賞・おもてなしを用意 
 

 

７．問い合わせ  河津桜まつり実行委員会 
TEL：0558-32-0290 

 

回 覧 
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申告を忘れずに！ 
 

                       
平成２７年 1月 1日現在、河津町に住んでいる方は、住民税の申告または確定申告により、平成２６年中の所得を申告することになっています。 
申告をしないと、所得証明書等の発行、国民健康保険税の軽減措置、児童手当の受給などに不都合が生じる場合があります。忘れずに申告しましょう。 
 

■ 住民税の申告が必要な方 
●平成２７年 1月 1日現在、河津町に住所がある方 

※収入のなかった方も、その旨申告してください。 

■ 住民税の申告が不要な方 

① 確定申告（所得税の申告）をしている方・または行う予定の方 

② 給与収入のみで、年末調整済みの給与支払報告書が勤務先から河津町へ提出されている方 

③ 公的年金等収入のみで、公的年金等支払報告書が支払先から河津町へ提出されている方 

（医療費控除・生命保険料控除等の各種控除を受ける方は申告が必要です。） 

住民税申告受付 
住民税の申告受付を下記のとおり行います。対象地区に該当する日に各会場までお越しください。 

月 日 曜 対 象 地 区 会     場 受 付 時 間 
 

２月１２日 

   １３日 

木 

金 
全地区 役場第２会議室  9：30～16:00  

２月１６日 月 湯ヶ野・小鍋・下佐ケ野・天川 基幹集落センター  9：30～14:00 ☆ 

２月１７日 火 湯ヶ野・小鍋・下佐ケ野・天川 下佐ヶ野コミュニティ消防防災センター  9：30～14:00 ☆ 

２月１８日 水 大鍋・梨本・川横・泉奥原 
泉奥原公民館  9：00～11：30 

☆ 
大鍋多目的集会施設 13：00～15：00 

２月１９日 木 全地区 役場第２会議室  9：30～16:00  

２月２０日 金 全地区 役場第２会議室  9：30～15:30  

２月２３日 月 全地区 役場第２会議室  9：30～16:00  

２月２４日 火 見高浜・長野・見高入谷 見高浜公民館  9：30～14：00 ☆ 

２月２５日 水 見高浜・長野・見高入谷 見高入谷農村会館  9：30～14：00 ☆ 

２月２６日 木 上佐ケ野・筏場・大堰 
上佐ヶ野公民館  9：00～11：30 

☆ 
筏場かっせい会館 13：00～15：00 

２月２７日 金 全地区 役場第２会議室  9：30～16:00  

３月 ２日 月 縄地 縄地公民館  9：30～12：00 ☆ 

３月 ３日 

    ４日 

火 

水 
全地区 役場第２会議室  9：30～16:00  

３月 ５日 木 梨本・川横・泉奥原 
梨本コミュニティセンター  9：00～11：30 

☆ 
川横婦人・若者等活動促進施設 13：00～15：00 

３月 ６日 金 逆川 逆川公民館  9：30～12：00 ☆ 

３月 ９日 

 ～１３日 

   １６日 

月 

～金 

月 

全地区 役場第２会議室  9：30～16:00  

上記☆印の出張申告受付日には、申告用コンピュータ及び資料を各会場に持ち出すため、役場では申告受付 

できませんのでご注意ください。 

 ※譲渡所得（株式及び土地・建物等の売却による所得）がある方は「サンワーク下田」で確定申告が必要です。 

■ 確定申告（所得税の申告）が必要な方 

●事業をしている方や不動産収入のある方、     ●給与所得がある方で次のいずれかに該当する方 

土地や建物などを売った方で、所得合計額が、     ①給与の年間収入が 2千万円を超える方 
社会保険料控除や扶養控除、基礎控除などの       ②給与以外の所得金額が 20万円を超える方            
所得控除の合計額を超える方                ③2か所以上から給与を受けている方 

 

税務署による確定申告相談 
 

 

 

 

 

 

 

・会場では電子申告（e-Tax）による申告相談を行います。 

・税務署から送られたハガキ又は封書、その他昨年以前に申告会場でお渡しした茶色又は緑色の封筒をお持ちの方はご

持参ください。 

・期間中、下田税務署内では申告書の作成指導は行っていません。 

 

 

 

 

 

 

 

※譲渡所得（株式及び土地・建物等の売却による所得）及び贈与税の申告相談は「サンワーク下田」のみ
で行います。出張相談では対応いたしませんのでご注意ください。 
 

２月１２日（木）・１３日(金)には年金受給者の方を対象とした「確定申告説明会」が行われます。 

開設時間 9：00～12：00 13：00～16：00   会場：サンワーク下田 第一会議室 

 

２月１８日（水）・１９日(木)・２３日（月）～２６日（木）には税理士による「無料税務相談所」が開設されます。 

開設時間 9：00～12：00 13：00～16：00   会場：サンワーク下田 第二会議室 

 

 

・所得税及び復興特別所得税・贈与税の申告と納税の期限は、３月１６日（月）です。 

・消費税及び地方消費税の申告と納税の期限は３月３１日（火）です。 

・平成２６年４月１日から消費税（地方消費税を含む）の税率が８％に変更されました。そのため、平成２６年４月１日を含む

課税期間の消費税及び地方消費税の確定申告書を作成するためには、帳簿上において、課税取引を適用税率ごとに区

分した上で、適用される新・旧税率ごとに計算する必要があります。 

 

◇問い合わせ先 下田税務署 ☎２２－０１８５ 
自動音声により案内しておりますので、確定申告（所得税・消費税・贈与税）に関するお問い

合わせは「０」を選択してください。 

会   場 期    間 

下田市民スポーツセンター 
「サンワーク下田」 
第一会議室 

(下田市敷根 761) 

2月 16日（月）～3月 16日（月） 
土曜・日曜を除く 

開設時間 9：00～17：00 

出 張 相 談 ２月 ３月 

会   場 受付時間 
18 
(水) 

20 
(金) 

26 
(木) 

3 
(火) 

河津町役場  第１会議室 9：30～15：30  ○   

東伊豆町役場 大会議室 
9：30～11：00 
13：00～15：30 ○  ○ ○ 

裏面へ 

世帯配布 

問い合わせ先 町民生活課 税務係 ☎３４－１９２８  



医療費控除を受けられる医療費等（払った医療費等－補填(ほてん)された金額）の目安 
・所得金額が 200 万円以上の方 

（給不収入のみの場合、収入金額が 3,112,000 円以上の方） 

（65 歳以上で年金収入のみの場合、収入金額が 3,200,000 円以上の方）   → 10 万円以上 

 

・所得金額が 200 万円未満の方（給不・年金所得者は、上記収入金額より少ない方）→ 所得金額の５％以上 

 

●公的年金等を受給されている方の申告について 
・収入が公的年金等収入のみで、「公的年金等の源泉徴収票」に受けたい控除がすべて記載されている場合、

住民税申告は丌要です。 

・公的年金等の収入金額が４００万円以下で、年金以外の所得金額が２０万円以下の場合には、所得税の

確定申告は丌要です。ただし、各種控除（医療費控除、生命保険料控除等）を追加することにより、所得

税の還付を受ける場合は、確定申告書の提出が必要です。 

また、公的年金等以外の所得金額が２０万円以下で所得税の確定申告書の提出が丌要の場合でも、住民

税の申告は必要です。 

 

 

住民税申告、確定申告(所得税申告)に必要なもの 
 

●印かん（認印で可） 
●事業所得、農業所得、不動産所得のある方・・・収入・支出（経費等の内訳）がわかる帳簿・領収書等 
●給与所得、年金所得のある方・・・・・・・・・給与所得源泉徴収票、公的年金等源泉徴収票 
●生命保険料控除を受ける方・・・・・・・・・・保険料控除証明書（一般・介護医療・個人年金） 
●地震保険料控除を受ける方・・・・・・・・・・保険料控除証明書（地震・旧長期損害） 
●医療費控除を受ける方・・・・・・支払った医療費領収書や保険金等で補てん金額がわかるもの 
●障害者控除を受ける方・・・・・・障害者手帳、障害者控除対象者認定書          （右ページ参照） 
●寄附金控除を受ける方・・・・・・領収書または寄附金受領証明書 
●社会保険料控除を受ける方 
・国民年金保険料および国民年金基金掛け金・・・・・・・・社会保険料控除証明書 
※国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の納付確認書は、役場町民生活課②の窓口で発行 
いたします。（無料） 

●所得税の還付を受けるために確定申告する方は、振込先（本人名義に限る）の口座番号がわかるもの 

 

 

 

 

短時間に多くの方の申告受付を行うために、事業・農業・丌動産所得のある方の収入・必要経費や、医療費控除を受け

る方の医療費等は、あらかじめ領収書などを整理・集計した上で申告会場に来てください。事前に整理・集計していない

方は、会場に集計用のテーブルや計算機を用意しますので、そこで整理・集計をしてください。 

 

●事業（農業）・不動産収入がある方へ 
 ◎平成２６年１月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました。 

  ○対象となる方 

   事業(農業)所得・丌動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方 

※所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。 

○記帳する内容・帳簿書類の保存 

収入金額や必要経費を記載すべき帳簿（法定帳簿）を備え付けて、収入金額や必要経費に関する事項を記帳す

る必要があります。 

    また、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、業務に関して任意で作成した帳簿（任意帳簿）や業務に関

して作成し、又は受領した請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。 

  申告の際は、帳簿書類をお持ちください。 

 

 
 

 

一年間に支払った医療費が一定額を超えると、医療費控除を受けられますが、下記のとおり領収書の集計が必要になり

ます。あらかじめ整理・集計のうえ、領収書を持って申告受付をしてください。 

事前に準備される方は、医療費控除用の明細書(封筒)を役場町民生活課に用意してありますのでご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①医療費控除の対象になる領収書（レシート）を揃えます  ＊申告時、添付が必要 
  対象となるもの 

・本人、または本人と生計が同じ家族・親族の分で、平成２６年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの間に実際に支払った金額 

・医療機関で受けた診療の費用（出産のための定期健診、分娩費用も含む） 

・薬局・薬店で医薬品（市販品も含む）を購入した費用 

・通院のための電車やバスの交通費（日付、経路、金額を控えてあれば領収書丌要） 

・保険金、高額療養費など、医療費の補填(ほてん)を受けた場合は、そのことがわかる書類  
認められないもの 
・治療と関係のない費用（本人都合による差額ベッド代、文書料など） 

・予防関係の費用（予防接種の費用、栄養ドリンク・サプリメント等） 

・タクシー代（急を要する場合や、電車やバスが利用できない場合は対象になる）  
注意点 
・寝たきりの方のおむつ代は、医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば認められます。  

 

②領収書を分類して集計する 
医療を受けた人ごとに分け、医療機関・薬局ごとに合計額と補填(ほてん)額を集計してください。 

 

例：河津 三郎さん一家の場合… 

 

   氏  名        河津 三郎          河津 桜子（妻）      河津 菖子（子） 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

医療機関名  □□病院 △△薬局  ○○産科 ××歯科 ○△小児 
医療費の額 300,000 円 2,000 円 500,000 円 10,000 円 ６,000 円 
補填(ほてん)額 250,000 円 ０円  300,000 円   0 円    0 円 

        （保険金） （出産育児一時金） 

差 引 額  50000 円 2,000 円 200,000 円 10,000 円 ６,000 円 
 
医療費控除額の計算 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保存が必要なもの 保存期間 

帳簿 
収入金額や必要経費を記載した帳簿（法定帳簿） ７年 

業務に関して作成した上記以外の帳簿（任意帳簿） ５年 

書類 
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 

５年 
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 

問い合わせ先 町民生活課 税務係 ☎３４－１９２８ 

□□病院 

 
□□病院 

 
□□病院 

 

 

 

 

 

三郎 

合 計 300,000 円 

保険金 250,000 円 

△△薬局 

 
△△薬局 

 

 

 

 

 

三郎 
合計 2,000円 

○○産科 

 
○○産科 

 
○○産科 

 
○○産科 

 

 

 

 

 

桜子 

合計 500,000円 

一時金 300,000 円 

 

領収書 

領収書 領収書 

領収書 領収書 

領収書 

支払った医療費 
の合計金額 

補填(ほてん)された金額（保
険金・高額療養費など） 

100,000 円か、総所得金額等の
５％のいずれか少ない方の金額 

－ － 

給与収入  

4,200,000円 

  ↓ 

給与所得 

2,820,000円 

＝ 医療費控除額 

81８,000 円 550,000 円 16８,000 円 100,000 円 

100,000 円 ＜ 
三郎さんの所得 
2,820,000 円の５％ 

 141,000 円 
河津 三郎さんの医療費控除額 

－ － ＝ 

医療費控除を受ける方 

××歯科 

 
××歯科 

 
××歯科 

 

 

 

 

 

桜子 
合計 10,000円 

○△小児 

 
○△小児 

 
○△小児 

 
○△小児 
 

 

 

 

 

菖子 
合計 6,000円 

申告時のお願い 
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